
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達
成予定
時期

定量的 定性的

○ ○

　他省庁等において，当庁が
発注する案件と類似する入
札案件を調査し，受注能力な
どを把握した上で，積極的に
事業者へ入札案内を実施す
る。

競争性の向上
透明性・公正性の確保

Ａ Ｈ２８

　前年度，一者応札案
件については，入札公
告前より，受注能力が
ある事業者を調査し，
前年度からの改善を図
る。
　入札公告後５開庁日
経過時点において，入
札説明書を受領する事
業者が１者の場合，事
業者への入札案内を
積極的に行う。

継続 A H28

　前年度，一者応札案件につ
いては，入札公告前より，受注
能力がある事業者を調査し，
前年度からの改善を図った。
　入札公告後５開庁日経過時
点において，入札説明書を受
領する事業者が１者の場合，
事業者への入札案内を積極
的に行った。

A

　入札案内を積極的に行い，
応札意欲がある事業者へアプ
ローチし続けることで，調達案
件の知名度の向上や参加者が
拡充しない要因の改善に向け
たプロセスの一つとなった。

R2
　一定の改善が見受けられ
たことから，更なる改善に
向けて継続的に取組む。

○
　公告日から入札参加書類
の提出日までの期間を開庁
日１２日間以上とする。

競争性の向上
透明性・公正性の確保
経済性の向上
事業者への配慮

Ｂ Ｈ２５
　当庁における，一般
競争入札案件の全て
において適用する。

継続 B H25
　ほぼ全ての一般競争入札案
件に関して，入札公告を開庁
日１２日間以上公告した。

A

　各調達において準備期間を
設けられるため，入札説明書を
受領する事業者が少ない場
合，積極的な入札案内を行うな
ど改善に向けた取組みに努め
ることが可能であった。

R2

　事業者側の準備期間をあ
る程度設けることで，応札
者の拡充になると考え，継
続的に取組む。

○

　一者応札が継続している案
件について，要因を分析する
とともに，競争入札方式又は
公募に移行することを検討
し，一者応札の改善に努め
る。

透明性・公正性の確保
品質の確保・向上
業務の効率化

Ａ Ｒ２

　一者応札が継続して
いる案件について，受
注可能な事業者が１者
であると想定される場
合において，調達内容
を精査した上で，公募
を実施し，随意契約に
移行する。

Ｒ３年
３月まで

A R2

　一者応札が継続している案
件について，受注可能な事業
者が１者であると想定される案
件の仕様内容の精査を行っ
た。

B －

　一者応札が継続する要因を
検証する中で，改めて，当庁が
求める仕様内容を見直す動機
となり，一部の案件は次年度
の調達に向けて改善を図るこ
とができた。

R2

　公表している契約金額で
は受注できないと判断する
事業者があり，仕様書の改
善では対応できない場合
がある。

　受注可能事業者が１者と
想定される場合は，公募を
実施した上でそれを確認す
る。

○

　指名競争入札を実施する
にあたり，指名事業者の現
状を把握し，入札に応じるか
事前に調査を実施する。

競争性の向上
透明性・公正性の確保
経済性の向上
品質の確保・向上

Ａ Ｈ３１
　当庁における，指名
競争入札案件の全て
において適用する。

Ｒ３年
３月まで

A H31
　当庁における，指名競争入
札案件のほぼ全てにおいて適
用した。

A
　前年度と比較して辞退事業
者の抑制が見られ，応札率が
向上した。

－ R2

　指名事業者の選定後に，
事業者側の受注態勢も変
化することから辞退者の抑
制には限りがある。

　一定の改善が見受けられ
たことから，更なる改善に
向けて継続的に取組む。

○

　指名競争入札を実施する
にあたり，個別案件ごとにお
いて指名基準を検証するな
ど，事業者への受注機会の
枠を拡充させる。

競争性の向上
事業者への配慮

Ａ Ｈ３１

　新たな指名事業者の
拡充及び指名基準見
直しから入札方式の変
更などに努める。

Ｒ３年
３月まで

A H31
　新たな指名事業者の拡充及
び指名基準見直しから入札方
式の変更などを精査した。

A －

　指名競争入札における指名
基準等を精査しながら調達を
実施したが，現在のところ変更
に至った案件はなかった。

R2

　指名競争入札の指名基
準は「当庁の受注実績」を
重視しているため，新たな
指名事業者の拡充には，
相応の時間を要すると考え
る。

　新たな指名事業者の拡充
の検討は継続しつつ，本項
目は次年度計画の対象か
ら除く。

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実

　一者応札となった案件につ
いて，個別案件の要因につ
いて一覧表を作成し，対応策
の検討につなげる。

競争性の向上
透明性・公正性の確保
品質の確保・向上

Ａ Ｒ２

　一者応札案件につい
て，事業者へのヒアリ
ングを始め調査の実施
や調達案件の特殊性
などを調査した上で，
要因分析を行い，一覧
表を作成し，庁内にお
いて共有し対策に向け
た対応に努める。

Ｒ３年
３月まで

A R2

　一者応札案件について，応
札不参加の要因を事業者にヒ
アリングし，一覧表として取り
纏め，対応策を検討した。

A

　一者応札であった案件の一
覧表を作成し，庁内に共有し
た。特に，一者応札継続案件
について，個別に対応策を検
討した。

－ R2

　案件ごとに状況が異なる
ので，事業者へのヒアリン
グや調達案件の特殊性等
を調査し，個別に要因分析
を行う必要がある。

　事業者へのヒアリングや
調達案件の特殊性等を調
査した上で要因分析を行
い，一覧表を作成して庁内
で共有することにより対応
策の検討を図る。

○ 電力調達，ガス調達の改善

　業務に支障がないよう安定
した電力及びガス供給を前
提として，地方支分部局等に
おいて，それぞれの特性を考
慮した上で，競争に付すこと
ができるものは移行する。

競争性の向上
透明性・公正性の確保
業務の効率化

Ａ Ｒ２

　現状を踏まえ，競争
性のある契約に移行可
能な案件については，
移行する。

Ｒ３年
３月まで

A R2
　一括して調達が可能である
か，担当部局と連携し，検証し
た。

B －

　関西官署における低圧電力
について，職員が常駐していな
い事務所等もあるため，供給
量の少ない案件が多かった。

R2

　事業者の供給量が少な
い案件を一つに纏めても純
利益が乏しいと判断される
場合には，入札に参加する
事業者は，少ないと考え
る。

　競争性に付する調達案件
となり得る事案であるか，
検討を継続する。

令和２年度の調達改善計画 令和２年度年度末自己評価結果（対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日）

重点
的な
取組

共通
的な
取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の
選定理由

難易度
取組の
開始年
度

取組の目標

指名競争入札の改善に向けた取組

難易度
取組の
開始年度

実施した取組内容 進捗度
実施において
明らかとなった
課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

一者応札の改善に向けた取組

　前年度一者応札であった調
達案件（８件）が複数応札に改
善した。

　一者応札が改善できてい
ない案件もあることから，現
状の取組は継続しつつ，案
件ごとに対応策を検討する
必要があると考える。

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）

実施
時期

様式１



定量的 定性的

継続
　前年度一者応札であった調達
案件（８件）が複数応札に改善し
た。

　積極的な入札案内を行ったこと
で，一者応札が改善されたと考え
る。

継続
　オープンカウンター方式による
調達を２回実施した。

　１回目の取組を踏まえ，２回目
は事務作業の効率化を図った。

継続 －
　検討の結果，光熱水料にかか
る支払いについて，カード決済を
用いた対応は難しいと考える。

　当庁における発注予定情報を当庁ホームページに掲載し，四半期ごとに掲載内容
を更新し，事業者への積極的な案内に努める。

　オープンカウンター方式の導入へ向けた取組

　クレジットカード決済の拡充
　（光熱水料にかかる支払いについて，カード決済を用いて対応できるか検証）

その他の取組

具体的な取組内容
新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

様式２



外部有識者の氏名・役職【岸上恵子　宮内庁契約監視委員会委員長】　　意見聴取【6月21日】

意見聴取事項 意見等 意見等への対応

 一者応札案件について，改善されたものがある
一方，一者応札が継続している案件や，複数応札
から一者応札に悪化した案件もある。

 従前２者応札であったものが，そのときの事業
者の都合等により１者から応札がないと，一者応
札になりやすい。
 仕様の見直しにより，一者応札から複数応札に
改善した事例もある。

 指名競争入札の改善にかかる取組について，効
果は感じられるか。傾向分析をしてはいかがか。

 近年，入札辞退事業者が散見されることから，
事務的な手間はかかるが，事前に事業者に応札意
思を確認し指名することで，応札率を高め，競争
性を担保できていると考える。今後も継続して取
り組みたい。

 一者応札案件について一覧表を作成し，庁内に
おいて共有したことについて，令和２年度は，一
回きりの一者応札案件が特に多かったのか。一律
ではなく，いくら以上の案件のように対象を絞っ
て要因分析をしてはいかがか。

 令和２年度において，一回きりの一者応札案件
が特に多かったというわけではない。そもそも，
資料を受領に来る事業者が少ないため，アンケー
トを実施できていない場合もある。引き続き要因
分析を行い，改善に努めたい。

 クレジットカード決済の拡充について，他省庁
における状況はどうなっているのか。

 他省庁の状況，実例について，確認をいたした
い。

外部有識者からの意見聴取の実施状況
（対象期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日）

 宮内庁調達改善計画の取組内容，取組の効果，
課題等，今後の計画に反映する際のポイントにつ
いて

様式３


